
安倍政権は9月19日、集団的自衛権

行使や戦闘中のアメリカ軍などの支援

を内容とする「安全保障関連法案」

（「戦争法案」）を参議院本会議で強

行採決した。

上程した「安全保障関連法案」を合

憲とする安倍政権に対して、弁護士・

憲法学者・歴代の内閣法制局長官・最

高裁元長官など、法曹界から「明確な

憲法違反」との発言が相次いだ。

また、国会論戦の中で、アメリカの

艦船に日本人が乗っていなくても集団

的自衛権が行使されることや、イラン

政府がホルムズ海峡の封鎖を否定して

いることなど、当初法案の必要性の根

拠とした立法事実がないことが明らか

になった。

自衛隊が行う「後方支援」にいっさ

いの歯止めがなく、PKO法の「改正」

で可能となる駆けつけ警護が憲法が否

定している武力行使につながることや、

非人道兵器や劣化ウラン弾、核兵器の

輸送までも法文上排除されていないこ

とも明らかになった。

さらに、訪米した自衛隊統幕議長が

「（「戦争法案」は）来年夏までには

終了する」とアメリカ軍に説明してい

る内部資料の存在が明らかにされる中

で、衆参両院の特別委員会の審議がと

もに100回を超えてストップし、審議

がすすめばすすむほど「戦争法案」の

必要性、論理性、整合性がなくなり、

違憲性だけが明確になった。

「戦争法案」反対の運動は「戦争さ

せない、9条壊すな！総がかり行動実

行委員会」をはじめ、女性やママたち

の「だれの子どももころさせない」な

どの運動、若者憲法集会実行委員会や

シールズをはじめとした大学生、高校

生など若者たちの運動、全国で反対運

動の先頭に立った日本弁護士連合会な

ど、空前の規模に広がった。

茨城県でも３つの政党、６つの平和

団体で「戦争法案に反対する茨城県実

行委員会」が作られ、6月から9月に10

00人を超える集会とデモを水戸駅北口

で4回行った。また、土浦・つくば・

筑西・古河・取手などでも地域実行委

員会が作られて集会やデモ、パレード

が取り組まれた。

茨城県高等学校教職員組合が7月に

取り組んだ「教職員投票」では、42分

会558人の投票総数の中で84.8％の教

職員が「戦争法案」反対に投票した。

「安全保障関連法」は国会で成立し

たが、民意に背を向けた安倍政権の暴

挙は、多くの国民の中に日本国憲法や

9条の意義、立憲主義についての理解

を着実に広げ、主権者としての責任を

覚醒させた。また、「戦争法案」反対

の一点で広がってきたこの間の運動が、

現在は「安倍政権を許さない」「日本

の民主主義を守れ」「政治を変えよう」

など、安倍政権・自公政治の根本的な

矛盾に対峙する継続的な運動に発展し

ている。

2015年６月17日には、18才選挙権が

法制化され、来年の参議院選から18才

の高校生も主権者として投票行動を行

うことになる。主権者教育に取り組む

中で、青年の社会参加・政治参加をど

のように推進していくかが高校教育に

とっても大きな課題となる。

憲法99条では、「公務員はこの憲法

を尊重し擁護する義務を負う」と定め

られている。教育公務員である私たち

が、「教え子を再び戦場に送るな」の

スローガンを再確認し、憲法違反の

「戦争法」の発動を許さず、ただちに

廃止することを求める運動にとりくむ

ことは特別な政治活動ではなく、主権

者である教職員の義務というべきもの

である。

茨城県高等学校教職員組合は県内の

教職員のみなさまに、「戦争法」の

発動を許さない運動へのご支援、参加

と創意工夫に満ちた主権者教育の今後

の職場での旺盛な議論を呼びかける。
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組合は秋の地公労交渉などで、賃金

引き上げや労働条件の改善に取り組んで

います。前回の「茨城の教育」で取り上

げた短期介護休暇（一親等の親族の病気

やけがの介護休暇で、日または時間単位

で年5日間取得できる）なども地公労交

渉で実現しました。

ところが、こうした交渉の成果も職場

で取得する人が少なければ絵に描いた餅

になってしまいます。組合は改善した労

働条件を法令通りに運用することにも力

を入れています。そして、少しでも働き

やすい職場を作るためには、まず職場の

「これって変だよ」という事例を見つけ

出して、組合の力で改善のための一歩を

踏み出す必要があります。今回取り上げ

た2点は地公労交渉には直接関係ありま

せんが、働きやすい職場づくりにとって

は非常に重要な課題です。

１，管理職どこにいるの

教職員は当然のことながら、出張や

年休で学校にいない場合は、職員室の掲

示板に名前や出張先などが掲示されます。

ところが、校長の場合、掲示板に名前や

出張先が掲示されない学校が多くなって

います。仕事を円滑に進めることを考え

るならば、校長の出張や年休は掲示板に

掲示されるべきです。また、2日以上に

わたる出張や年休の場合は事前に教職員

に職員朝会などでいないことを校長自身

が伝える必要があります。

学校現場では、校長・教頭が二人とも

出張などが重なって学校にいないという

ことがあります。偶然が重なって事務長

も出張というような場合もあります。こ

うした場合問題なのは、誰が管理職の代

行をするかです。掲示板に名前を掲示し

ない上に、誰が代行するかを教職員に指

示しないで学校に管理職がいないという

ようなことは、まさに管理職のコンプラ

イアンス違反というべき事態です。

出張・年休であれ、時間単位であれ、

学校を開ける場合は、管理職は職員室の

掲示板にその旨を掲示すべきではないで

しょうか。

２，PTAの仕事はボランティア？

17時以降の時間や土日にPTAの仕事が

入ることがあります。渉外部担当の教員

だけでなく、補助的な手伝いを頼まれる

こともあります。時間外の仕事なのだか

ら当然割り振り変更の対象にならねばな

らないのに、そうなっていないことが少

なくありません。「別の日に休めないの

ですか」と質問しても、「うちの学校は

これまでも休んでいませんから」などと

いう答えが返ってくることがあります。

しかし、PTAの仕事は時間外でないと

できない場合が多く、突然仕事が入るこ

とはまれです。また、PTAの仕事はおろ

そかにできない内容で、計画的に取り組

む必要があることがほとんどです。

つまり、PTAの仕事は計画の段階から

誰が担当するか、担当した教員が時間外

の仕事にならざるを得ない場合は割り振

り変更などをして超過勤務の解消をどの

ようにするかを管理職は渉外部の責任教

員と事前に詰めておく必要があります。

担当した教員の判断に任せてしまうとPT

Aの仕事はボランティアに限りなく近く

なって、長時間労働の温床になってしま

います。

長時間労働の解消が厚生労働省も含め

た全国的な課題となっていますが、学校

現場では管理職が管理職の責任でPTAの

仕事で超過勤務になった場合、どのよう

な形で解消していくかについて明確な指

示を出していく必要があります。

常総市をはじめとした大雨による水

害では教職員の方でも被災された方が多

く、自然災害の恐ろしさをあらためて実

感することになりました。被災した家屋

などの修復にはお金と労力がかかります。

今回被災を免れた教職員の方々も、ご自

身が入っている火災保険のなかみを再確

認してみてはいかがでしょうか。

通常の火災保険というと、火災だけが

対象で、特約に加入しないと風水雪害の

自然災害は給付の対象外という場合があ

ります。

以下に、全教共済の「火災共済」を紹

介しますので、ぜひ火災保険を見直す機

会にしてください。

全教共済「火災共済」

全教共済の「火災共済」は「基本契約」

と「地震特約」で構成されています。

「基本契約」は火災等共済金と自然災害

等共済金の2つを給付制度の柱としてい

ますので、火災はもちろんのこと、風水

雪害等の“自然災害”(地震や津波を除

く)による損害も給付の対象になります。

ちなみに、地震や津波による火災・破

損などの損害は「地震特約」にも加入す

る必要があります。

また、全教共済では全国代表者会議で

審議し、昨年の広島での水害を受け、基

本契約給付を拡充し、「冠水汚損見舞金」

を新設しました（2014年8月以降の事由

発生より）。この見舞金は、床下浸水に

より建物本体の床下消毒または汚泥撤去

した場合を対象としたものです。このよ

うに全教共済では組合員の生活を守ると

いう観点から、被災実態に合わせて制度

の見直しをおこなっています。

なお、｢火災共済｣は毎月募集をおこなっ

ています（毎月15日申込〆切・翌月1日

補償開始）。なるべく早く補償開始とな

るように加入手続きをしたい、というご

要望にお応えする手続き方法もあります

ので、是非組合本部までお電話下さい。
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組合の必要性を考える(2)

「これって変だよ」

全教共済の「火災共済」

風水雪害にも対応します!!


